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用語の説明 （５０音順） 

 

 

 

インバウンド・・・外国人旅行者を自国へ誘致すること。日本においては、海外から日本 

へ来る観光客を指す外来語。 

 

梅の郷青谷づくり・・・青谷梅林の復興と里山の環境整備などを目的に、平成２１年から 

市民・事業者・関係団体などの方々と協働して実施している事業。 

 

ＳＮＳ・・・インターネットのネットワークを通じて、人と人をつなぎコミュニケーショ 

ンが図れるように設計された会員制サービス。ソーシャル・ネットワーキング・サービス 

social  networking  service の略。 

 

お茶の京都事業・・・日本茶文化を創造し、全国に普及させてきた「宇治茶」や茶畑景観 

等の山城地域の価値を再認識し、さらに磨きをかけ、世界に向け発信することにより、多 

くの人が訪れる大交流圏を創出し、日本の茶文化の一大拠点となることを目指す取り組み。 

 

五里・・・約２０ｋｍのこと。 

 

スマートインターチェンジ・・・高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、 

バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ（ＩＣ）であり、 

通行可能な車両（料金の支払い方法）を、ＥＴＣを搭載した車両に限定しているＩＣ。 

 

ＴＷＩＮＫＬＥ ＪＯＹＯ・・・平成１４年から市の冬の風物詩として、市観光協会が中 

心となり、毎年 12 月に実施されるイルミネーションイベント。 

 

日本遺産・・・地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを 

「日本遺産（Japan Heritage）」として文化庁が認定するもの。ストーリーを語る上で 

欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に整 

備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化 

を図ることを目的とする。平成２７年 4 月に、上津屋の木津川河川敷に広がる茶畑が、 

日本茶８００年の歴史散歩 流れ橋と両岸上津屋・浜台の「浜茶」として第１号に認定。 

 

ハブ・・・中心となるところ。中枢。拠点。 

 

山背古道・・・城陽市・井手町・木津川市にまたがる全長約２５ｋｍの散策道として、平 

成７年に設定されたもの。３市町で構成する山背古道推進協議会において、ウォークイ 

ベントを実施。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２次城陽市観光振興計画 
 

策定 平成２９年３月 

城陽市 

 

〒６１０－０１９５ 京都府城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地 

城陽市 まちづくり活性部 商工観光課 

ＴＥＬ：０７７４－５６－４０１８ 

ＦＡＸ：０７７４－５６－３９９９ 


